
地域共生社会の在り方検討会議 概要

 地域共生社会の実現に向けた取組については、平成29年の社会福祉法改正により、市町村による包括的な支援体制の整備について努力
義務規定が盛り込まれるとともに、令和２年の同法改正により、重層的支援体制整備事業が新設されたところ。

 令和２年の改正法附則第２条において、施行後５年を目途として施行状況について検討を加えることとされており、地域共生社会の実
現に資する施策の深化・展開について、また、身寄りのない高齢者等が抱える課題等への対応や、総合的な権利擁護支援策の充実等に
ついて、検討することを目的として開催する。

①設置の趣旨

③構成員

1. 「地域共生社会」の実現に向けた方策（地域共生社会の実現に資する施策の深化・展開、重層的支援体制整備事業等に関する今後の方
向性）

2. 地域共生社会における、身寄りのない高齢者等が抱える課題等への対応及び多分野の連携・協働の在り方
3. 成年後見制度の見直しに向けた司法と福祉との連携強化等の総合的な権利擁護支援策の充実

②主な検討事項

朝比奈 ミカ 市川市よりそい支援事業がじゅまる＋（多機関協働等）
市川市生活サポートセンターそら 総合センター⾧

尼野 千絵 特定非営利活動法人暮らしづくりネットワーク北芝
地域ささえあい推進室コーディネーター

石田 路子 特定非営利活動法人高齢社会をよくする女性の会 副理事⾧
伊藤 徳馬 茅ヶ崎市こども育成部こども育成相談課こどもセンター

課⾧補佐
奥田 知志 特定非営利活動法人抱樸 理事⾧
勝部 麗子 社会福祉法人豊中市社会福祉協議会 事務局⾧
加藤 恵 社会福祉法人半田市社会福祉協議会

半田市障がい者相談支援センター センター⾧
鏑木 奈津子 上智大学総合人間科学部社会福祉学科准教授

上山 泰 新潟大学法学部法学科教授
菊池 馨実 早稲田大学理事・法学学術院教授
栗田 将行 社会福祉法人福岡市社会福祉協議会

地域福祉部事業開発課⾧
田中 明美 生駒市特命監
中野 篤子 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート

常任理事
永田 祐 同志社大学社会学部社会福祉学科教授
原田 正樹 日本福祉大学学⾧
松田 妙子 NPO法人子育てひろば全国連絡協議会 理事

特定非営利活動法人せたがや子育てネット代表
宮本 太郎 中央大学法学部教授（座⾧）

④開催状況・今後のスケジュール
令和６年６月27 日:第１回、７月29日:第２回、８月21日:第３回、９月30日:第４回、10月29日:第５回、11月26日:第６回、12月26日:第７回
令和７年１月31日:第８回、３月27日:第９回、５月20日:第10回（中間取りまとめ（案））、５月28日:中間とりまとめ公表
（以降、関係審議会で議論） 1
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① 地域共生社会の理念の再整理・連携協働の強化
i. 地域住民等・行政の責務等の規定の再整理
ii. 意思決定支援の配慮の法令上明確化
iii.他分野・地域住民等との連携・協働の強化
iv.地方創生等政府方針との連動

② 包括的な支援体制の整備に向けた対応
i. 支援会議や財政的支援等の対象を拡大※１

ii. 生活困窮者自立支援制度を中心とした既存制度の
活用推進

iii.過疎地域等において既存制度の機能集約を可能と
する特例を創設

iv.都道府県の包括的な支援体制の整備に係る役割の
明確化

v. 重層事業の質の向上に向けた機能・取組評価に応
じた支援への見直し 等

③ 包括的な支援体制の中でのこども・若者支援の強化

 人口減少・単身世帯の増加等の社会構造の変化や令和２年の社会福祉法改正の検討規定等を踏まえ、令和６年６月
から10回にわたる議論を経て、2040年に向けて地域共生社会の深化を図るための提言をとりまとめた。

 本中間とりまとめを踏まえ、2040年に向けて、全ての市町村で、福祉分野を超えた連携や地域との協働が進み、
包括的な支援体制の整備を通じた地域共生社会の実現が図られることを強く祈念する。

地域共生社会の在り方検討会議中間とりまとめ（概要） 令和７年５月２８日

１．地域共生社会の更なる展開 ２．身寄りのない高齢者等への
対応

５．社会福祉における災害への対応

① 社会福祉法人の地域における公益的な
取組や連携・協働の推進

② 社会福祉連携推進法人制度の活用促進

① 身寄りのない高齢者等の相談支援機
能の強化

② 日常生活支援※2 、入院入所手続支援、
死後事務支援等を提供する第二種社
会福祉事業を新設

③ 身寄りのない高齢者等を支えるネッ
トワーク構築

① 判断能力が不十分な方の地域生活を支
える事業を新設【２．②の事業の再掲】

② 権利擁護支援推進センター（権利擁護
支援の地域連携ネットワークのコー
ディネートや家裁からの意見照会に対
応）を法定化

４．社会福祉法人・社会福祉
連携推進法人の在り方

① 包括的な支援体制の整備に当たっての
防災分野との連携、平時からの関係者
との連携体制の構築

② DWAT（災害派遣福祉チーム）の平時
からの体制づくり・研修等の実施

※１ 重層的支援体制整備事業の実施市町村以外にも支援を実施

※２ 日常的な金銭管理や福祉サービス等利用の支援

３．成年後見制度の見直しへの
対応
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地方創生2 . 0基本構想（令和７年６月 1 3日閣議決定）

第３章 地方創生2.0の起動
６.  政策パッケージ
（１）安心して働き、暮らせる地方の生活環境の創生

④多様な人々が活躍する地域社会の実現
ⅰ．包括的な福祉等の支援体制の構築による地域共生社会の実現

地域共生社会32の構築に向け、市町村における包括的な支援体制の整備を進める。具体的に
は、包摂的な生活困窮者自立支援制度を基軸に相談対応の一体的実施や地域づくりの機能強
化（相談対応人材の共通化や地域づくりを担う人材（コーディネーター）の一本化など）を
図るとともに、労働者協同組合、地域運営組織（ＲＭＯ）、指定地域共同活動団体等の福祉
以外の幅広い他分野との連携・協働を進めるなどして、地域の互助機能の強化に向けて地域
住民の参画を促す取組を展開する。また、高齢化等を背景とした地域社会における担い手不
足について、多世代・横断的な担い手と地域課題をマッチングする仕組みの構築を推進する。

特に、担い手不足が深刻化し、地域で支え合う機能が低下する中山間・人口減少地域では、
新たに、高齢、こども、障害、生活困窮分野の相談支援・地域づくり事業を一本化し、機能
強化を図るとともに、福祉以外の他分野を含めた地域内での連携・協働を図るための制度改
正33を実施し、モデル事業を通じて地域での事例を蓄積し、他の地域へ展開する。
【当面の目標:制度的対応について2025年度中に結論】
32 制度・分野ごとの「縦割り」や「支え手」・「受け手」という関係を越えて、地域住民や地域の多様な主体が参画し、人と人、人と資源が世代や

分野を越えてつながることで、住民一人一人の暮らしと生きがい、地域を共に創っていく社会を指す。
33 高齢、こども、障害、生活困窮分野の相談支援・地域づくり事業の配置基準等の見直しや、地域との連携・協働機能強化のための支援の実施等に

ついて、社会保障審議会等において必要な検討を実施。 3



• 参考資料



１．地域共生社会の更なる展開に向けた対応
（２）包括的な支援体制の整備・重層的支援体制整備事業の今後の在り方
① 包括的な支援体制の整備・重層的支援体制整備事業

【対応の方向性】
（ⅰ）市町村における包括的な支援体制の整備
・ 包括的な支援体制の整備については、法において全ての市町村に対する努力義務として規定されており、改めて、全国どこの地域で
あっても支援を必要とする方が誰も取り残されることのない包括的な支援体制の整備を図ることを再確認する必要がある。
・ これを進めるため、全ての市町村に対して、国・都道府県による伴走支援を行うとともに、法に規定する支援会議の活用や重層的支
援会議のような枠組み等を重層的支援体制整備事業を実施せずに包括的な支援体制を整備している市町村にも拡大し、市町村
の実情に応じた体制整備の支援を行う必要がある。
・ また、全ての市町村が包括的な支援体制の整備に取り組むことができるよう、その趣旨を分かりやすく示すほか、地域を共に創る
（共創）必要性も示すとともに、取り組むに当たって参考となるような整備手法を国において示す必要がある。これに伴い、地域づくり
が進んでいないという実態等も踏まえ、包括的な支援体制整備に関する指針等において、地域づくりを進めるために重要な要素等を
示す必要がある。
・ 生活困窮者自立支援制度は、制度の狭間を生まないための包括的な支援制度の構築を理念として創設されたものであることを踏
まえ、包括的な支援体制の整備に当たっては、同制度が特に重要な役割を持つものであること及び同制度の生活困窮者には身寄り
のない高齢者等を含め、支援が必要な者が幅広く含まれうることについて、法令上の規定の整備の検討を進めていく必要がある。
その際、医療・保健分野等との連携体制を構築している地域包括ケアシステムとの連動を図ることも必要である。
・ その上で、将来的には、全ての市町村において包括的な支援体制の構築が図られることを念頭に、生活困窮者自立支援制度を中
心に介護保険制度などの既存制度を活用する中で連携体制の強化により構築する方法（以後、「既存制度活用アプローチ」とする
19。）と過疎地域等における柔軟な仕組みにより包括的な相談支援や地域づくりを構築する方法（以後、「機能集約化アプロー
チ」とする。）により推進していく必要がある。
・ （既存制度活用アプローチ、機能集約化アプローチ）いずれのアプローチで推進していく場合であっても、市町村が必要な取組を効
率的・効果的に進めることができるよう、制度の持続可能性の観点には留意しつつ、機能や実施する取組に応じた財政的な支援を
行う必要がある。

19 既存制度活用アプローチは、生活困窮者自立支援制度を中心に構築する場合のほか、地域包括ケア を中心に構築することも考えられる。

地域共生社会の在り方検討会議 中間取りまとめ（令和７年５月28日）（抜粋）①
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地域共生社会の在り方検討会議 中間取りまとめ（令和７年５月28日）（抜粋）②

（ⅱ）過疎地域等の包括的な支援体制の整備に向けた柔軟な仕組み
・ 過疎地域等の小規模な市町村20において、実情に応じた体制の構築を進める観点から、現行の重層的支援体制整備事業とは別
に、既存の相談支援・地域づくり機能を一体的に実施しやすくする柔軟な仕組みにより包括的な支援体制を整備することを可能とし
た上で、この仕組みを使う場合には、地域住民等との自主的な活動などとの連携協働と合わせて取り組むことが必要である。
・ この仕組みを活用する市町村に対しては、機能や実施した取組に対して支援を行う必要がある。あわせて、国や都道府県は、市町
村の実情を踏まえながら、こうした仕組みの導入支援をしていく必要がある。
・ その際、この仕組みに移行するか否かについては、市町村の希望によることとし、移行に当たっては、地域の潜在的なニーズや地域資
源の把握・分析や地域住民や様々な関係者と丁寧に検討を行うため、十分な期間をとることも可能とする必要がある。
・ 対象となる市町村においては、単独で必要な人材の確保が困難となることも想定されることから、必要に応じて都道府県が後方
支援事業の一環として必要な人材派遣を行うほか、圏域単位での専門性の高い人材の確保等ができるようにする必要がある。

（ⅲ）都道府県における包括的な支援体制の整備
・ 都道府県における包括的な支援体制の整備に係る責務を再確認するとともに、精神保健や児童虐待、難病等の相談支援の
実施主体として市町村の包括的な支援体制の整備と連携する必要性を明確化する必要がある。

・ これまで都道府県において後方支援として実施している研修や情報提供等に加え、アドバイザー派遣や市町村ごとの伴走支援を
強化していくとともに、都道府県において地域住民等の地域への参画を進めるための勉強会等を実施する必要がある。また、その際、
都道府県の実施する市町村支援に資するよう、国においては実践自治体や専門家等を都道府県に紹介するなどの都道府県に対
する支援も必要である。

20 対象となる市町村は、人口規模のみで決定するのではなく、この仕組みを必要とする市町村を対象 とできるよう検討する必要がある。 6



地域共生社会の在り方検討会議 中間取りまとめ（令和７年５月28日）（抜粋）③

（ⅳ）重層的支援体制整備事業の質の向上に向けた取組
・ 重層的支援体制整備事業は、既存制度活用アプローチや機能集約化アプローチにより包括的な支援体制の整備を進めるため
の、１つの手段・推進策として利用可能な事業であることを再確認し、事業を実施することが包括的な支援体制の整備とイコールで
はないことを改めて関係者間で共通認識とする必要がある。
・ 加えて、重層的支援体制整備事業は、「包括的相談支援」「参加支援」「地域づくり」を一体的に行うことについて、改めて、関
係者間で共通認識とする必要がある。
・ その上で、重層的支援体制整備事業の実施に当たっては、各地域において、十分な対話や地域資源・ニーズの把握・分析等を
行った上で、包括的な支援体制の整備のために必要か否かを地域住民や関係者と合意の上で進めていくことが重要であり、市町村
が責任をもってそのプロセスを実施していくことが必要である。
・ その際、必要なプロセスとして、多様な地域の関係者との対話、現状の地域資源の把握と見える化、地域における既存制度・事
業で対応できないとされる対象者の把握等が考えられ、こうした考え方を国において整理・具体化して、示す必要がある。
・ 重層的支援体制整備事業はあくまで事業であり、包括的な支援体制の整備に向けた具体的な対応を進めていくことが重要であり、
単に体制を置くことに対して支援をするのではなく、機能や実施した取組に応じて支援をする仕組みに見直すことが必要である。
・ また、重層的支援体制整備事業は、常に検証・見直しを行い、改善に繋げていくため、定期的な検証・見直しが適時適切になさ
れるよう、法令上の規定の整備の検討を進めていく必要がある。
・ さらに、事業の実施に当たっての目標・評価設定・その達成状況の確認を行うための具体的な考え方を示した上で、市町村の地
域住民の生活課題の解決により一層資する取組を機能面や取組面で評価する仕組みと改める必要がある。
・ その際、国において、目標・評価設定、その達成状況を適切に評価出来るよう事業の実施状況など、一定の基準に基づき全国で
比較可能なデータを把握できるような方策を講じるとともに、そうしたデータに基づき市町村が適切な評価指標を設定できるような手
法を検討することが必要である。
・ 国においては、この検討のため、必要な調査研究を行うとともに、具体的な検討に当たっては、自治体（委託先の事業者等を含
む）や研究者等の意見も聴く必要がある。
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